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(57)【要約】
　本発明によれば、第２の携帯可能な通信装置と通信す
るための第１の携帯可能な通信装置であって、ビデオお
よびオーディオ情報を送信および受信するための通信モ
ジュールと、電子ディスプレイと、第１のシーンの画像
を捕捉するための第１の画像捕捉装置と、第１のシーン
とは異なる第２のシーンの画像を捕捉するための第２の
画像捕捉装置と、第１もしくは第２のシーンの画像のい
ずれか又はこれらの組み合わせを第２の携帯可能な通信
装置に送信するためのユーザーコマンドに応答する手段
を含む第１の携帯可能な通信装置が提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２の携帯可能な通信装置と通信するための第１の携帯可能な通信装置であって、
　ａ）ビデオおよびオーディオ情報を送信および受信するための通信モジュールと、
　ｂ）電子ディスプレイと、
　ｃ）第１のシーンの画像を捕捉するための第１の画像捕捉装置と、
　ｄ）第１のシーンとは異なる第２のシーンの画像を捕捉するための第２の画像捕捉装置
と、
　ｅ）第１もしくは第２のシーンの画像又はこれらの組み合わせを第２の携帯可能な通信
装置に送信するためのユーザーコマンドに応答する手段、
を含む第１の携帯可能な通信装置。
【請求項２】
　ユーザーからのオーディオ情報を受信し、当該オーディオ情報を、画像が送信される際
に送信するためのマイクロフォンをさらに含む、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信
装置。
【請求項３】
　ユーザーコマンドが、電子ディスプレイ上に第１のシーンの画像を表示するため、およ
び、複合画像を送信するのに先立って第２のシーンと組み合わせるべきかかる画像の部分
を選択するための手段をさらに含む、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項４】
　画像がスチル画像またはビデオ画像のいずれかである、請求項１に記載の第１の携帯可
能な通信装置。
【請求項５】
　第１のシーンまたは第２のシーンのいずれかの画像を表示するためのユーザーコマンド
に応答する手段をさらに含む、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項６】
　第１の携帯可能な通信装置が、さらに、第２の携帯可能な通信装置からのビデオ画像を
受信して表示するため、および第２の携帯可能な通信装置から受信したオーディオを受信
して再生するための手段をさらに含む、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項７】
　第１および第２の画像捕捉装置が、別個の画像センサーおよびレンズを各々有する別個
のデジタルカメラである、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項８】
　第１および第２の画像捕捉装置が共通画像センサーおよび別個のレンズを有する、請求
項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項９】
　オーディオ信号を形成するために第１のシーンに隣接して位置する第１のマイクロフォ
ンと第２のシーンに隣接して位置する第２のマイクロフォンとをさらに含み、さらに、各
マイクロフォンからのオーディオ信号を選択して組み合わせる手段を含み、第１のマイク
ロフォンからの信号のみを送信するか、または第２のマイクロフォンのみからの信号を送
信する、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項１０】
　オーディオ信号を形成するために第１のシーンに隣接して位置する第１のマイクロフォ
ンと第２のシーンに隣接して位置する第２のマイクロフォンとをさらに含み、さらに、第
１のマイクロフォンのオーディオ信号から第２のマイクロフォンのオーディオ信号を差し
引く手段を含み、オーディオ信号の差のみを送信する、請求項１に記載の第１の携帯可能
な通信装置。
【請求項１１】
　第１の画像捕捉装置により捕捉されたユーザーの画像を抽出し、その抽出した画像を第
２の画像捕捉装置により捕捉されたシーン画像と組み合わせて複合画像を形成するための
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手段をさらに含む、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項１２】
　電子ディスプレイがユーザーに見え、第１の画像捕捉装置がユーザーの画像を捕捉し、
第２の画像捕捉装置がユーザーにより観察された第２のシーンの少なくとも一部の画像を
捕捉するように第１の携帯可能な通信装置を配向させるためのハンズフリー機構をさらに
含む、請求項１に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項１３】
　ハンズフリー機構がメカニカルスタンドである、請求項１２に記載の第１の携帯可能な
通信装置。
【請求項１４】
　メカニカルスタンドが、第１の携帯可能な通信装置に組み込まれている、請求項１３に
記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項１５】
　メカニカルスタンドが、第１の携帯可能な通信装置から取り外し可能である、請求項１
３に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項１６】
　メカニカルスタンドが別個の構造体であり、当該構造体に第１の携帯可能な通信装置が
挿入される、請求項１３に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項１７】
　携帯可能な通信装置が、第１および第２の折り返し部を有する折り返し装置であり、ハ
ンズフリー機構が、第１の携帯可能な通信装置の折り返し部を互いに対して２またはそれ
以上の望ましい角度で保持し、折り返し部のうちの１つは、表面上に第１の携帯可能な通
信装置を支持するために使用される、請求項１２に記載の第１の携帯可能な通信装置。
【請求項１８】
　ハンズフリー機構が、第１および第２の折り返し部をそれぞれ望ましい角度に保持する
ために、第１の折り返し部に組み込まれた第１の要素内の２またはそれ以上の戻り止めと
、第２の折り返し部に組み込まれた第２の要素内の突起部を用いる、請求項１１に記載の
第１の携帯可能な通信装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、双方向ビデオ通信システムに関し、より詳細には、携帯電話に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２つの異なるサイト間でビデオ画像と音声の通信を可能にする通信チャネルにより接続
された２つの位置の各々においてディスプレイとカメラを具備する双方向ビデオシステム
が利用可能である。もともとは、かかるシステムは、音声を捕捉するためのマイクロフォ
ンおよび音声を発するスピーカーとともに、遠隔シーンを表示するためのビデオモニタと
、ローカルシーンを捕捉するためにビデオモニタの縁部に又は縁部付近に位置する別個の
ビデオカメラの各サイトにおける設定に頼る。
【０００３】
　図１０には、典型的な従来技術の双方向通信システムが示されており、ここで、第１の
視聴者７１は第１のディスプレイ７３を見ている。第１の画像捕捉装置７５は、第１の観
察者７１の画像を捕捉する。画像がスチルデジタル画像である場合には、そのスチルデジ
タル画像は、呼び出しのために第１のスチル画像メモリー７７に記憶される。第１のスチ
ル画像メモリー７７から呼び出されたスチル画像、または第１の画像捕捉装置７５から直
接捕捉されたビデオ画像は、第１のＤ／Ａコンバーター７９を使用してデジタル信号から
アナログ信号に変換される。第１のモジュレーター／デモジュレーター８１は、次に、第
１の通信経路８３を使用してアナログ信号を第２のディスプレイ８７に送り、第２のディ
スプレイ８７において第２の視聴者８５は捕捉画像を見ることができる。
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【０００４】
　同様に、第２の画像捕捉装置８９は、第２の観察者８５の画像を捕捉する。捕捉された
画像データは第２のＤ／Ａコンバーター９３に送られ、そこでアナログ信号に変換される
が、呼び出しのために第２のスチル画像メモリー９１にまず記憶される。捕捉された画像
のアナログ信号は第２のモジュレーター／デモジュレーター９５に送られ、そして、第２
の通信チャネル９７を通じて、第１の観察者７１による観察のために第１のディスプレイ
７３に送られる。
【０００５】
　かかるシステムは、テレビ会議および他の双方向通信用途のために製造され使用されて
きたが、それらの有効性および幅広い支持を限定してきた幾つかの重大な実際上の欠点が
ある。かかるシステムの有用性および質を発展させることはかなり最近の研究で注目され
たが、提案された解決法の多くは、現実の相互作用に非常に似ているため、双方向バーチ
ャルリアリティの形態を生じる。これらの改良点の多くは通信帯域幅、ユーザーインター
フェース制御、およびかかるシステムの画像捕捉コンポーネントおよびディスプレイコン
ポーネントの能力に着目したものである。他の改良点は、捕捉装置およびディスプレイを
統合して、バーチャルリアリティ環境を改善しようとするものである。かかるシステムの
１つの重大な欠点は、それらの費用と、携帯性に欠くことにある。さらに、制御されない
環境において、音声ノイズは鮮明性をかなり低下させ、ユーザーがビデオ画像を制御する
ことが困難であることがある。
【０００６】
　図１を参照すると、現存する携帯電話１００は、典型的には、通信モジュール（図示せ
ず）、ユーザー相互作用のためのキーパッド２６、統合レンズを通じて画像を撮影するた
めの画像生成装置１６、およびユーザーに指示およびステータスを表示するためのディス
プレイスクリーン１４を具備する。かかる装置１００は、オーディオ通信に有用であり、
当該電話により撮影されたデジタル画像を伝送することができ、インターネットコンテン
トをダウンロードし表示することができるけれども、ビデオ通信には一般的には使用され
ない。センサーおよびディスプレイを具備する様々なデザインが当該技術分野で知られて
いる。例えば、Ｔｓｕｂｏｉによる「Display apparatus with camera and communicatio
n apparatus（カメラ付きディスプレイ装置および通信装置）」という題名の米国特許出
願第２００５／０１２８３３２号明細書には、ディスプレイを見る人のほぼ顔全体の画像
を得るための画素の内蔵アレイを有する携帯型ディスプレイが記載されている。Ｕｙによ
る「Integrated sensing display（一体型検出ディスプレイ）」という題名の米国特許出
願第２００６／０００７２２２号明細書には、ディスプレイ表面に沿って分配された画像
検出素子と組み合わされたディスプレイ要素を具備するディスプレイが開示されている。
双方向ディスプレイおよび画像捕捉通信にとって好適な光学機器を提供しようとする多く
の他の試みは、ピンホールカメラコンポーネントを使用するものであった。例えば、「In
tegral eye-path alignment on telephony and computer video devices using a pinhol
e image sensing device（ピンホール画像検出装置を使用する電話通信およびコンピュー
タービデオ装置でのインテグラルアイパスアラインメント）」という題名のＲａｍｂｏら
への米国特許第６，８８８，５６２号明細書には、双方向ビジュアル通信装置およびかか
る装置の操作方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０１２８３３２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０００７２２２号明細書
【特許文献３】米国特許第６，８８８，５６２号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００３／０２２７６７６号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００４／０１９６３６０号明細書
【特許文献６】米国特許第６，７１１，３０３号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　多くの従来の解決法に共通する１つの問題は、観察場所における観察者の移動および変
化を補償できないことに関連する。これは、様々な位置に回転可能なカバーを有するカメ
ラを設けることにより部分的に解決できる。ここで、回転可能なカバーの幾つかはディス
プレイコンポーネントに対する支持体を提供することができる。例えば、「Image Displa
y having a Cover Member（カバー部材を有する画像ディスプレイ）」という題名の米国
特許出願公開第２００３／０２２７６７６号に、かかるカバーが示されている。この問題
に対する他の対処法は、Ｈｉｌｌｉｓらによる「Method and apparatus maintaining eye
 contact in video delivery systems using view morphing（ビューモーフィングを使用
するビデオデリバリーシステムにおける視線を維持する方法および装置）」という題名の
米国特許出願公開第２００４／０１９６３６０号に記載されているもののような、複雑な
シミュレート画像を生成させるための比較的複雑なシステムであった。この問題に対する
別の対処法は、「Video-teleconferencing system with eye-gaze correction（視線補正
を用いるビデオ遠隔会議システム）」という題名のＺｈａｎｇらへの米国特許第６，７７
１，３０３号明細書に提案されており、この方法は、各電話会議参加者について頭部の軌
道と複数のカメラを使用して画像合成を行う。しかしながら、かかる方法は、合成画像コ
ンテントを正確なリアルタイムイメージングに置き換えることを試みることによって一体
型ディスプレイおよび画像捕捉装置についてのイメージング問題を回避するものであるた
め、より有効なビデオ遠隔会議および通信に必要とされる現実の相互作用を提供すること
の必要性に答えるものではない。
【０００９】
　携帯電話による画像通信で遭遇する別の問題は、従来型の配置に関連する問題、すなわ
ちユーザーが自分または手に持っている被写体の写真を撮影することが困難であることで
ある。カメラの揺れは、シーンの画質を低下させることがある。ユーザーの画像が求めら
れる場合には、ユーザーがディスプレイ上の撮影画像を見ることとユーザー自身を撮影す
ることの両方をユーザーが行うことができるようにはセンサーは通常方向付けられないと
いう点で、この問題はますます顕著になる。焦点距離および相対的向きに関する問題も厄
介である。
【００１０】
　従って、提案された解決法は、実際的な携帯電話の必要性を十分に満足しない。遠隔会
議および他の双方向ビデオ通信の改善のために提案された解決法の急増は、この問題がど
れほど複雑であるかを表しており、重大な問題が残っていることを示している。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、第２の携帯可能な通信装置と通信するための第１の携帯可能な通信装
置であって、ビデオおよびオーディオ情報を送信および受信するための通信モジュールと
、電子ディスプレイと、第１のシーンの画像を捕捉するための第１の画像捕捉装置と、第
１のシーンとは異なる第２のシーンの画像を捕捉するための第２の画像捕捉装置と、第１
もしくは第２のシーンの画像又はこれらの組み合わせを第２の携帯可能な通信装置に送信
するためのユーザーコマンドに応答する手段を含む第１の携帯可能な通信装置が提供され
る。
【００１２】
　本発明は、ユーザーおよびシーンの両方を容易に撮像することができ、周囲ノイズを低
減してオーディオ通信をはっきりさせることができ、使い勝手の良い、安定した、ハンズ
フリー画像取得、正確な画像捕捉および手に持った被写体の画像捕捉のための方法を提供
することのできる第１の携帯可能な双方向通信装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】図１は、本発明の実施態様に従う、折り返しメカニカルスタンドを用いた第１の
携帯可能な通信装置の斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施態様に従う、展開された状態でのメカニカルスタンドとと
もに示される図１の第１の携帯可能な通信装置の側面図である。
【図３】図３は、本発明の別の実施態様に従う、別の位置に配置されたメカニカルスタン
ドともに示される図１の第１の携帯可能な通信装置の斜視図である。
【図４】図４は、本発明の別の実施態様に従う、別個のメカニカルスタンドとともに示さ
れる第１の携帯可能な通信装置の斜視図である。
【図５】図５は、本発明の別の実施態様に従う、取り外し可能なメカニカルスタンドとと
もに示される第１の携帯可能な通信装置の側面図である。
【図６】図６は、本発明の別の実施態様に従う、２つの折り返し部を有する第１の携帯可
能な通信装置と様々な角度に向けることのできるメカニカルスタンドの側面図である。
【図７】図７は、本発明のさらに別の実施態様に従う、複数の画像センサーおよびマイク
ロフォンを有する第１の携帯可能な通信装置のブロック図である。
【図８】図８は、本発明の実施態様に従う、共用画像センサーおよび別個のレンズを有す
る第１の携帯可能な通信装置のブロック図である。
【図９】図９は、本発明の実施態様に従う、複数の第１の携帯可能な通信装置を使用する
パーソナル通信システムの斜視図である。
【図１０】図１０は、典型的な従来技術の遠隔通信システムのブロック図である。
【図１１】図１１は、典型的な従来技術の携帯電話のブロック図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施態様のブロック図である。
【図１３】図１３は、本発明において有用な通信モジュールのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施態様に従う図１、２および１２を参照すると、第１の携帯可能な通信装置
１０，１０Ａは、スチル、ビデオおよびオーディオ情報を送信および受信するための通信
モジュール１２と、第１の携帯可能な通信装置１０の第１の側２０の上にスチルまたはビ
デオ画像を表示するための電子ディスプレイ１４と、第１のシーンの第１の携帯可能な通
信装置１０の第１の側からスチルまたはビデオ画像を捕捉するための第１の画像捕捉装置
１６と、第１のシーンとは異なる第２のシーンの第１の携帯可能な通信装置１０の第２の
側２２からスチルまたはビデオ画像を捕捉するための第２の画像捕捉装置１８とを含み、
第１もしくは第２のシーンのいずれかの画像またはそれらの組み合わせを第２の携帯可能
な通信装置１０Ｂに送信するためのユーザーコマンドに対して応答する。かかるユーザー
コマンドは、様々な方法、例えばキーパッド２６を介して、オーディオインターフェース
、例えばマイクロフォン３０を介して、またはタッチスクリーンを備えたディスプレイ１
４を介して提供できる。図１２に示されているように、ユーザーコマンドに対して応答す
る構造としては、ＣＰＵ５３およびオーディオ／ビデオプロセッサー５４が挙げられる。
第１の画像捕捉装置１６および第２の画像捕捉装置１８は、同時にまたは個別に使用でき
る。
【００１５】
　ユーザーコマンドは、電子ディスプレイ１４上に第１のシーンの画像を表示するため、
および、複合画像（combined image）を送信するのに先立って第２のシーンと組み合わせ
るべきかかる画像の部分を選択するための構造をさらに含むことができる。例えば、第１
の画像捕捉装置により捕捉されたままのユーザーの顔の画像を抽出し、第２の画像捕捉装
置により捕捉されたシーン画像と組み合わせて複合画像を形成することができる。代わり
に、第１または第２のシーンのいずれかの画像を表示するためのユーザーコマンドに対し
て応答するディスプレイを設けることができる。
【００１６】
　マイクロフォン３０は、画像が送信される際にオーディオ情報を送信するためのオーデ
ィオ情報を捕捉する。オーディオ情報を送信するために少なくとも１つのスピーカー３２
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が設けられる。マイクロフォン３０は、ここでは、第１のシーンに隣接して位置し、第１
のシーンで生成したオーディオ信号を捕捉するために第１の側に位置する。第１の携帯可
能な通信装置は、さらに、第２の携帯可能な通信装置からのビデオ画像を受信して表示す
ることができ、第２の携帯可能な通信装置から受信したオーディオを受信して再生するこ
とができる。
【００１７】
　メカニカルスタンド２４は、第１の携帯可能な通信装置１０を表面に置くことができて
ユーザーが当該装置を手に持つ必要なしにビデオ通信が可能であるように、第１の携帯可
能な通信装置１０に組み合わされている。かかる配置では、例えば、電子ディスプレイ１
４はユーザーに見え、第１の画像捕捉装置１６はユーザーの画像（第１のシーン）を捕捉
し、第２の画像捕捉装置１８はユーザーにより観察された第２のシーンの少なくとも一部
の画像を捕捉する。
【００１８】
　メカニカルスタンド２４は第１の携帯可能な通信装置１０のプロファイルを減少させる
ために折り返し位置に折り返すことができ（図１に示されているように）、または、表面
上で第１の携帯可能な通信装置１０を支持するために拡張位置に広げることができる（図
２に示されているように）。図１に示されているように、スタンドはキーパッド２６の側
部に重なっている。本発明の別の実施態様において、メカニカルスタンド２４はキーパッ
ド２６の下方（図３に示されているように）またはディスプレイ１４（図示せず）の後方
に設けることができる。
【００１９】
　図４に示されているように、本発明のさらに別の実施態様において、使用勝手の良い通
信が可能となるような好ましい配置で第１の携帯可能な装置１０をメカニカルスタンド２
４に挿入して載置することができるように、メカニカルスタンド２４は第１の携帯可能な
通信装置１０の本体とは物理的に分離した構造体であることができる。
【００２０】
　本発明の別の実施態様において、第１の携帯可能な通信装置は、第１および第２の折り
返し部９０Ａおよび９０Ｂを含んで成る折り返し装置であることができ、ハンズフリー機
構２４が、第１の携帯可能な通信装置１０の折り返し部９０Ａおよび９０Ｂを互いに対し
て２またはそれ以上の望ましい角度で保持することができる。折り返し部のうちの１つ（
例えば、９０Ｂ）は、表面上に第１の携帯可能な通信装置を支持するために使用できる。
図５を参照すると、かかる実施態様において、ハンズフリー機構２４は、第１および第２
の折り返し部９０Ａおよび９０Ｂをそれぞれ望ましい角度に保持するために、第１の折り
返し部９０Ａに組み込まれた第１の要素４２内の２またはそれ以上の戻り止め４０と、第
２の折り返し部９０Ｂに組み込まれた第２の要素４６内の突起部を用いる。
【００２１】
　図６を参照すると、本発明のさらに別の実施態様において、メカニカルスタンド２４は
、例えば、メカニカルスタンド２４に突起部４４を用い、第１の携帯可能な通信装置１０
に戻り止め４０を用いることによって、第１の携帯可能な通信装置から取り外し可能であ
る。一形態において、戻り止め４０および突起部４４は整合しており、加えられた機械的
圧力、例えばメカニカルスタンド２４により加えられた機械的圧力によって所定の位置に
保持される。別の形態において、メカニカルスタンド２４は、一時的にわずかに変形して
戻り止め４０および第１の携帯可能な通信装置１０からスタンド２４および突起部４４を
解放する。かかる機械的構造およびこれを実現するのに有用な材料（例えばプラスチック
）は当該技術分野でよく知られている。
【００２２】
　２つの画像センサーおよびメカニカルスタンドを有する第１の携帯可能な通信装置１０
を提供することによって、当該第１の携帯可能な通信装置は、手持ち式であるというより
もむしろ表面上に置くことができるものである。第１の画像センサーを使用することによ
って、ユーザー、ユーザーの身振り、またはユーザーが手に持っている被写体を、カメラ
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の揺れなしに容易に撮像できるという画像取得を提供することができる。加えて、ユーザ
ーが見たシーンを撮像することもでき、それによって、ユーザーの判断で、ユーザーまた
はそのユーザーの周囲の両方の質の高い通信が可能となる。さらに、ユーザーは、自分自
身または別のシーンの画像捕捉が進行している間に、ディスプレイ上で通信画像を見るこ
とができる。
【００２３】
　図７を参照すると、本発明の別の実施態様において、第１および第２の画像捕捉装置１
６および１８はそれぞれ、別個の画像センサー５０，５２とレンズ５１，５１Ａを各々有
する別個のデジタルカメラであることができる。図８に示されている別の実施態様におい
て、第１および第２の画像捕捉装置１６および１８は、レンズ５１および５１Ｂのそれぞ
れからの光線を結合するための撮像光学素子（例えば、ビームスプリッター６２、ミラー
６０およびシャッター６４を含む）とともに、共通画像センサー５０および別個のレンズ
５１および５１Ｂを有することができる。かかる画像結合光学素子は当該技術分野で画像
センサーおよびレンズとして良く知られている。
【００２４】
　図７を参照すると、本発明のさらに別の実施態様において、第１の携帯可能な通信装置
１０は、第２のマイクロフォン３３をさらに含み、この第２のマイクロフォン３３は、第
２のシーンに隣接して位置する第２の側に位置し、第２のシーンからのオーディオ信号を
記録し、マイクロフォン３０の信号から第２のマイクロフォン３３の信号を差し引くこと
で、記録されたオーディオ信号中の周囲ノイズを低減する。代わりに、信号を、第１また
は第２のマイクロフォンから単独で送信することができ、あるいは、オーディオ信号を組
み合わせることができ、例えばコンサートの設定において有用であろう。マイクロフォン
３０は、携帯可能な通信装置１２の第１の側２０に位置することができる。本発明のさら
なる実施態様において、第１の携帯可能な通信装置１０は、さらに、第１の画像捕捉装置
１６により捕捉されたユーザーの画像を抽出し、その抽出した画像を第２の画像捕捉装置
１８により捕捉されたシーン画像と組み合わせて複合画像を形成することができる。好適
なコンピューターまたは画像プロセッサーおよびオーディオ／ビデオプロセッサー５４は
当該技術分野で知られている。図１３を参照すると、処理された画像およびオーディオ信
号を、先行技術の携帯電話に普通に見られるように、増幅器５８により増幅し、トランシ
ーバー通信モジュール回路５６により送ることができる。この回路は、例えばキーパッド
またはオーディオ信号を介しての、一方の画像捕捉装置１６または他方の画像捕捉装置１
８により捕捉された画像を表示せよとのユーザーからのコマンドに応答することもできる
。
【００２５】
　図９を参照すると、本発明の第１の携帯可能な通信装置１０は、第１および第２の携帯
可能な通信装置１０Ａおよび１０Ｂを含んで成る携帯可能な通信システムにおいて使用で
きる。第１および第２の携帯可能な通信装置１０Ａおよび１０Ｂは、それぞれ、ビデオお
よびオーディオ情報を送信および受信するための通信モジュールと、電子ディスプレイと
、第１のシーンの画像を捕捉するための第１の画像捕捉装置と、第１のシーンとは異なる
第２のシーンの画像を捕捉するための第２の画像捕捉装置とを含み、第１もしくは第２の
シーンの画像のいずれか又はこれらの組み合わせを第２の携帯可能な通信装置に送信する
ためのユーザーコマンドに応答することができる。第１および第２の携帯可能な通信装置
１０Ａおよび１０Ｂは、異なるサイト７０Ａおよび７０Ｂに位置し、２人の異なるユーザ
ー７２および７４にそれぞれ応答することができる。通信インフラストラクチャー８０は
、第１および第２の携帯可能な通信装置１０Ａおよび１０Ｂから第２および第１の携帯可
能な通信装置のレシーバーにそれぞれ送信された情報を伝える。
【００２６】
　本発明の実施態様を示すために使用した図は縮尺通りに描かれていないが、これらの実
施態様において使用した重要なコンポーネントおよび原理を例示するものであることに注
意すべきである。さらに、本発明の装置は、様々なタイプの支援ハードウェアおよびソフ
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トウェアを使用して、多くの様々なタイプのシステムにおいて具現化できる。
【符号の説明】
【００２７】
　１０，１０Ａ　　第１の携帯可能な通信装置
　１０Ｂ　　第１の携帯可能な通信装置
　１２　　通信モジュール
　１４　　電子表示スクリーン
　１６　　第１の画像捕捉装置
　１８　　第２の画像捕捉装置
　２０　　第１の側
　２２　　第２の側
　２４　　メカニカルスタンド
　２６　　キーパッド
　３０　　マイクロフォン
　３２　　スピーカー
　３３　　第２のマイクロフォン
　４０　　戻り止め
　４２　　第１の要素
　４４　　突起部
　４６　　第２の要素
　５０　　画像センサー
　５１　　レンズ
　５１Ａ　　レンズ
　５１Ｂ　　レンズ
　５２　　画像センサー
　５３　　ＣＰＵ
　５４　　オーディオ／ビデオプロセッサー
　５６　　レシーバーおよびトランスミッター回路
　５８　　増幅器
　６０　　ミラー
　６２　　ビームスプリッター
　６４　　シャッター
　７０Ａ　　第１のサイト
　７０Ｂ　　第２のサイト
　７１　　第１の観察者
　７２　　ユーザー
　７３　　第２の観察者
　７４　　ユーザー
　７５　　第１の画像捕捉装置
　７７　　第１の画像捕捉装置
　７９　　第１のスチル画像メモリー
　８０　　通信インフラストラクチャー
　８１　　第１のモジュレーター／デモジュレーター
　８３　　第１の通信チャネル
　８５　　第２の観察者
　８７　　第２のディスプレイ
　８９　　第２の画像捕捉装置
　９０Ａ　　折り返し部
　９０Ｂ　　折り返し部
　９１　　第２のスチル画像メモリー
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　９３　　第２のＤ／Ａコンバーター
　９５　　第２のモジュレーター／デモジュレーター
　９７　　第２の通信チャネル
　１００　　携帯電話

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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